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規制の事前評価書 

１．政策の名称 

 「総合的な取引所」の実現に向けた制度整備 

２．担当部局 

 金融庁総務企画局市場課 

３．評価実施時期 

 平成 24年３月８日  

４．規制の目的、内容及び必要性 

（１）現状及び問題点、規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

 ① 現状及び問題点 

   現在、証券、金融デリバティブについては金融商品取引所、商品デリバティブ

については商品取引所において取引が行われており、仲介業者、清算機関等も一

元化されていない。その結果、一つの窓口で利用者のニーズに応えた多様な品揃

えの商品が提供できないなど、利用者の利便性が損なわれている。 

   規制・監督についても、金融商品取引所については金融商品取引法に基づき金

融所管官庁（金融庁）が、商品取引所については商品先物取引法に基づき物資所

管官庁（農林水産省・経済産業省）が監督を行っており、このような二重の規制・

監督は「総合的な取引所」創設の障害となり、市場の活性化を妨げ、ひいては、

我が国市場の国際競争力の低下をもたらしている。 

 ② 目的及び必要性 

   利用者利便の向上及び我が国市場の国際競争力の強化を図るため、証券、金融、

商品の全てを横断的に一括して取り扱うことのできる「総合的な取引所」の実現

に向けた所要の制度整備を行うことが必要である。 

（２）法令の名称、関連条項とその内容 

金融商品取引法第２条第８項、第２条第 14 項、第２条第 21 項、第２条第 22 項、

第２条第 23 項、第２条第 24 項、第 28 条第１項、第 40 条の６、第 43 条の２の２、

第 43 条の４、第 79 条の 20、第 79 条の 21、第 79 条の 27、第 79 条の 28、第 79 条

の 49、第 79 条の 53、第 112 条第２項、第 113 条第２項、第 117 条第２項、第 131
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条第２項、第 142 条第５項、第 142 条第９項、第 151 条、第 153 条の５、第 159 条、

第 161 条第３項、第 173 条～第 174 条の３、第 194 条の６の２、第 194 条の６の３ 

商品先物取引法第 354 条の２第２項 

金融商品の販売等に関する法律第３条第７項 

（３）規制の新設又は改廃の内容 

商品先物取引法に規定する商品のうち、一定のものを対象とするデリバティブ取引

（商品関連市場デリバティブ取引）を、金融商品取引法に規定する金融商品取引所の

取引対象とし、当該取引所における取引に関与する主体に関する各法律の所要の規定

（以下①～⑦）を整備するものであり、これらの措置により、証券、金融、商品の全

てを横断的に一括して取り扱うことのできる「総合的な取引所」の創設を可能とする

もの。      

① 金融商品等の定義の整備 

  金融商品の定義に、商品先物取引法に規定する商品のうち、一定のものを追加

することとし、商品関連市場デリバティブ取引を金融商品市場において行えるこ

ととする。 

② 商品関連市場デリバティブ取引に係る業規制の整備 

  金融商品取引業の範囲から、商品関連市場デリバティブ取引に係る自己取引を

除外するほか、いわゆる「のみ行為」について禁止する。 

③ 分別管理制度に関する規定の整備 

  顧客から委託を受けた財産及び顧客の計算に属する財産について分別管理義

務を規定する。 

④ 投資者保護基金に関する規定の整備 

  投資者保護基金の目的及び業務範囲を商品関連市場デリバティブ取引やその

付随的な取引に関するものに拡充するとともに、当該基金の業務範囲を定款で限

定することができることとするほか、所要の整備を行うこととする。 

⑤ 金融商品取引所に関する規定の整備 

  株式会社金融商品取引所及び株式会社商品取引所を当事者とする合併や商品

取引参加者に対する処分等について規定する。 

⑥ 商品関連市場デリバティブ取引に係る不公正取引に関する規定の整備 

  商品関連市場デリバティブ取引について、現行の金融商品取引法上の不公正取

引規制が及ぶことに伴い、所要の規定の整備を行う。 

⑦ 農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等に関する規定の整備 

  商品関連市場デリバティブ取引に係る一部の監督権限の行使について、物資所

管大臣（農林水産大臣・経済産業大臣）への情報提供、事前協議等の規定を整備
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する。 

※ 上記の金融商品取引法に係る規定の整備のほか、商品先物取引法及び金融商品

の販売等に関する法律に係る所要の規定の整備も行う。 

なお、「総合的な取引所」及び「総合的な取引所」において取引を行う仲介業者、

清算機関等については、金融商品取引法に基づき、内閣総理大臣（金融庁）が一元

的に監督を行う注。 

（注）商品のみを取り扱う取引所については、従来どおり、物資所管大臣が監督を

行う。 

５．想定される代替案 

「総合的な取引所」における商品関連市場デリバティブ取引については、金融商品

取引法に基づき内閣総理大臣（金融庁）、商品先物取引法に基づき物資所管大臣、そ

れぞれが監督することとし、監督権限の行使にあたっては、相互に連携することとす

る。（商品関連市場デリバティブ取引に係る業務を行う業者は、内閣総理大臣（金融

庁）及び物資所管大臣それぞれの監督対象となる。また、内閣総理大臣（金融庁）か

ら物資所管大臣への情報提供、事前協議等の相互連携の仕組みを設ける。） 

 上記以外（４．（３）規制①～⑥）は、本案と同様のものとする。 

６．規制の費用（代替案における費用も含む。） 

（１）遵守費用 

  ① 本案 

（ⅰ）商品先物取引業者が、「総合的な取引所」において、商品関連市場デリバテ

ィブ取引に係る業務を行う場合、金融商品取引業の登録が必要となり、申請に係

る事務費用や登録要件を満たすための体制整備（人的構成、財産的基礎等）に係

る費用のほか、金融所管官庁への報告書の提出など金融商品取引業者に課される

義務履行に係る費用が増加する。     

（ⅱ）金融商品取引業者等が、「総合的な取引所」において、商品関連市場デリバ

ティブ取引に係る業務を行う場合、物資所管大臣の許可が不要となり、申請に係

る事務費用のほか、物資所管官庁に対する報告書の提出など商品先物取引業者に

課される義務履行に係る費用が軽減される。 

  ② 代替案 

（ⅰ）商品先物取引業者が、「総合的な取引所」において、商品関連市場デリバテ

ィブ取引に係る業務を行う場合、現行の物資所管官庁に加え金融所管官庁の監督
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を受けることとなるため、金融商品取引業の登録申請に係る事務費用や登録要件

を満たすための体制整備（人的構成、財産的基礎等）に係る費用のほか、報告書

を金融所管官庁に提出するなど金融商品取引業者に課される義務履行に係る費

用が増加する。 

（ⅱ）金融商品取引業者等が、「総合的な取引所」において、商品関連市場デリバ

ティブ取引に係る業務を行う場合、現行の金融所管官庁に加え物資所管官庁の監

督を受けることとなるため、商品先物取引業の許可基準を満たすための費用や報

告書を物資所管官庁に提出するなど商品先物取引業者に課される義務履行に係

る費用が増加する。 

（２）行政費用 

① 本案 

（ⅰ）商品先物取引業者が、「総合的な取引所」において、商品関連市場デリバテ

ィブ取引に係る業務を行う場合、内閣総理大臣（金融庁）の登録が必要となるこ

とから、金融所管官庁において、審査に係る費用が増加する。また、報告徴求な

どの監督業務に係る費用が増加する。 

（ⅱ）金融商品取引業者等が、「総合的な取引所」において、商品関連市場デリバ

ティブ取引に係る業務を行う場合、物資所管大臣の許可が不要となることから、

物資所管官庁において、審査に係る費用が軽減される。また、報告徴求などの監

督業務に係る費用が軽減される。 

（ⅲ）内閣総理大臣（金融庁）が、商品関連市場デリバティブ取引に係る一部の監

督権限を行使するにあたり、金融所管官庁において、物資所管大臣への情報提供、

事前協議等に係る費用が増加する。 

   ② 代替案 

（ⅰ）商品先物取引業者が、「総合的な取引所」において、商品関連市場デリバテ

ィブ取引に係る業務を行う場合、現行の物資所管大臣の許可に加え、内閣総理大

臣（金融庁）の登録を得る必要があるため、金融所管官庁において、審査に係る

費用が増加する。また、金融所管官庁において、報告徴求などの監督業務に係る

費用が増加する。 

（ⅱ）金融商品取引業者等が、「総合的な取引所」において、商品関連市場デリバ

ティブ取引に係る業務を行う場合、現行の内閣総理大臣（金融庁）の登録に加え、

物資所管大臣の許可を得る必要があるため、物資所管官庁において、審査に係る

費用が増加する。また、物資所管官庁において、報告徴求などの監督業務に係る

費用が増加する。 

（ⅲ）内閣総理大臣（金融庁）又は物資所管大臣が、商品関連市場デリバティブ取
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引に係る一部の監督権限を行使するにあたり、金融所管官庁又は物資所管官庁に

おいて、もう一方の大臣への情報提供、事前協議等に係る費用が増加する。 

（３）その他の社会的費用 

① 本案 

  新たな費用は発生しない。 

  ② 代替案 

  商品関連市場デリバティブ取引に係る業務を行う場合における、金融所管官庁

及び物資所管官庁による二重の監督は、金融商品取引業者等や商品先物取引業者

が商品関連市場デリバティブ取引を行う上での負担となるため、商品関連市場デ

リバティブ取引への参入に消極的となり、結果として、市場における取引流動性

が低下し、価格変動リスクが高まり、投資者保護を損なうという社会的費用が発

生する可能性がある。 

７．規制の便益（代替案における便益も含む。） 

① 本案 

 「総合的な取引所」が創設されることにより、一つのプラットフォームで証券か

ら商品関連市場デリバティブまで全ての商品を扱うことが可能となり、利用者の利

便性が向上するとともに、内外からの資金流入の増加により、我が国市場の国際競

争力の強化につながる。 

② 代替案  

商品関連市場デリバティブ取引に係る業務を行う場合における、金融所管官庁及

び物資所管官庁による二重の監督という弊害を懸念して、「総合的な取引所」が創

設されない可能性が高く、仮に創設されても、金融商品取引業者等や商品先物取引

業者が当該取引に係る業務を行うことに消極的となるため、本案と同等の便益が発

生しない。 

８．政策評価の結果（費用と便益の関係の分析等） 

（１）費用と便益の関係の分析 

本案については、遵守費用及び行政費用において、概ね同程度の増加する費用（商

品先物取引業者の登録申請、審査等に係る費用）と軽減される費用（金融商品取引

業者等の許可申請・審査等に係る費用）が発生するほか、若干の行政費用（物資所

管大臣への情報提供・事前協議等に係る費用）の増加が見込まれる。 

  一方、証券、金融、商品の全てを横断的に一括して取り扱うことのできる「総合

的な取引所」が創設されることにより、利用者の利便性の向上と我が国市場の国際
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競争力の強化という多大な便益がもたらされ、当該便益は、若干の新たな費用の発

生というマイナス効果を上回ると考えられる。 

（２）代替案との比較 

  代替案においては、遵守費用、行政費用のいずれも、本案を上回る。 

さらに、代替案においては、市場における取引流動性が低下し、投資者保護を

損なうという、社会的費用が発生する可能性がある上、規制の便益については、代

替案が本案を下回ると考えられる。 

よって、本案の方が適当であると考えられる。 

９．有識者の見解その他関連事項 

  「新成長戦略実現 2011」（平成 23年１月 25日閣議決定）及び「日本再生の基本戦

略」（平成 23 年 12 月 24 日閣議決定）において、2012 年の通常国会に向けた所要の

法案の提出準備を行うこととされている。 

10．レビューを行う時期又は条件 

  「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の施行後５年以内に、改正後の規定の

実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。 


